


１式典中の真剣なまなざし２・３受付で20歳の方々を誘導する実行委員のメンバー４大人への第1歩を踏み出した20歳の方々
５お礼の言葉を述べた堀 杉至さん６・７・８友人や先生との再会に話題は尽きず、笑顔を咲かせる９家族や友人からの祝福の声
を浴びながら記念撮影10実行委員の皆さんの似顔絵11実行委員の皆さん
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　12月7日（木）、崇徳保育園と親交のあるニュージーランドのカシミアハイスクールの生徒15名と
先生２名が４年ぶりに来園しました。 
　来園したカシミアハイスクールの生徒は学校で日本語の勉強をしており、今回は研修旅行の一環
で来日し、崇徳保育園を訪問しました。園児たちに日本語で自己紹介を行い交流会がスタートしま
した。また、生徒たちはニュージーランドの伝統的な踊りである「ハカ」を披露し、園児たちは大迫力
のハカに大盛り上がりでした。 
　崇徳保育園の園児たちは、歓迎に歌をプレゼントし、手遊びや英語によるラジオ体操などでお互
いの文化に触れることで言葉の壁を乗り越え、いろいろなことを感じ学び合う機会となりました。 
　さらに、ランチタイムでは、おにぎりを一緒につくり、おいしいご飯を食べながら交流を楽しんで
いました。 

ニュージーランドのカシミアハイスクール生と
崇徳保育園児が交流しました 　令和５年度の企業版ふるさと納税を伊藤忠丸紅鉄鋼株

式会社様からご寄附いただきました。
　豊郷町にゆかりのある伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社様には、
企業版ふるさと納税を募り始めてから毎年寄附をいただ
いております。いただいた寄附金は豊郷小学校旧校舎群の
維持・管理に活用します。
　貴重なご支援、本当にありがとうございます。
　日本を代表する会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社様
のワールドワイドな活躍に期待し、ますますの発展を祈念
しております。 

企業版ふるさと納税をご寄附いただきました

　12月14日(木)に、豊栄のさと文化ホールにて大会が開催されました。藤会長の開会の挨拶に続き、
「家庭における子どもの金銭教育」と題して、金融広報アドバイザーの丸山 高信氏にご講演いただき
ました。 
　実際に子どもたちが学校の授業で学んでいる内
容や、滋賀県金融広報委員会の出前講座でどう
いったことを教えておられるかについて、子ども
たちの反応がどういったものであるかなども交え
ながら、大変わかりやすくお教えいただきました。 
　子どもにお金の価値や使い方、貯め方を教える
のは、一筋縄にはいきませんが、将来独り立ちした
時に自分の人生設計をきちんと組み立てられるよ
うな力を育むために、早いうちから教育すること
が大切だと改めて実感することができました。 
　閉会の挨拶で、中野副会長は「豊郷小学校の中で
もクレジットカードがらみのトラブルがあった。
今度はぜひ小学校にお招きするのでご講演いただ
きたい。」と仰っておられました。 
　参加者からは「大人でもカードや電子マネーで
買い物をすると感覚が狂ってしまうので、子ども
は、より感覚を育むのに時間がかかるかなと感じ
ました。」「小中学生には金銭教育はまだ早いとい
うことはなく、むしろ小学生のうちから繰り返し
教えていく必要があると改めて感じました。」「わ
かりやすい話で聞きやすかった。保護者の方の参
加が増えるといいと思う。」など多くの好評の声を
いただきました。

令和５年度 冬の青少年育成大会が開催されました

　人権週間である12月４日～10日にかけて、人権研修会
や街頭啓発など、さまざまな機会を通して、人権の大切さ
が呼びかけられました。 
　12月６日（水）には、隣保館にて人権擁護委員による「人
権なんでも相談所」が開設されました。 
　普段は毎月１回、町民の皆さんからのご相談について
関係機関と連携して、守秘義務を順守しながら解決に向
けた取り組みを進めています。 
　また、両小学校では全校での人権集会が行われ、人権に
関する劇を児童が披露し人権を守ることの大切さを学び
ました。 

～人権週間はみんなと人権を考える一週間です～

思いやりの心で一人ひとりの人権が守られるまちに

１２月７日（木）には丸善アスト豊郷店で街頭啓発を行いました。啓発では、来店された方に、
ウエットティッシュ等の啓発物品を配り、伊藤町長や堤教育長をはじめ人権擁護委員と人
権擁護推進委員の皆さんが人権の大切さを呼びかけました。 
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滋賀県消防協会犬上支部長表彰
班長　　　髙橋　淳 さん「功績章」
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副部長　　加藤　晶久 さん

滋賀県消防協会長表彰

　国税庁と全国納税貯蓄組合連合会が主催する中学生の「税についての作文」コンクールの入賞作品
の発表があり、豊郷町長賞に田中 心さん（豊日中３年生）が輝きました。 
　このコンクールは、将来を担う中学生が身近に感じた税や学校で学んだ税に関することなどを題

材とした作文を書くことで税について関心を持ち、正しい理
解を深めることを目的に毎年実施されており、今年は彦根税
務署管内12の中学校から1,063点の応募がありました。 
　12月７日（木）には、豊日中学校で表彰式があり、豊郷町長
賞を受賞した田中さんには伊藤町長から賞状と副賞のペン
セットが贈られました。 
　栄えある受賞、誠におめでとうございます。 

　軽自動車税は４月１日に所有されている場合に、主たる定置場がある市町村で課税します。
　すでに廃車や譲渡された場合についても、申告がされなければ課税され続けます。
　また、豊郷町で軽自動車（原動機付自転車・軽四輪等）を登録したまま転出をされた場合は、今後も豊郷
町で課税されることになります。
　所有者や住所に変更がある場合、軽自動車を廃車される場合は速やかに下記届出先へ申告をお願いします。

　豊郷町消防出初式が１月７日(日)役場駐車場で行われました。
　伊藤町長が消防団員を激励され、来賓の村岸議長と尾田駐在所長からお祝いの言葉をいただき、最
後に、藤田団長が訓辞を述べられ、身の引き締まる思いで豊郷町消防団の出初式は終了しました。
　また、今年から女性消防団員が３名入団されました。
　町の出初式終了後は、彦根署犬上分署で犬上郡消防
連合出初式も行われました。
　今回、表彰されたみなさまは次のとおりです。

■トラクター・田植機器等は軽自動車税の対象となります。
　小型特殊自動車に該当するフォークリフトや乗用装置のあるトラクター・田植機などは、軽自動車税
の課税対象車両です。小型特殊自動車を所有している方は、軽自動車税の申告をして標識（ナンバープ
レート）の交付を受けるようお願いします。
　軽自動車税は、公道走行の有無に関わらず、所有していることが課税の要件とされています。

車　　　　種

軽二輪（125cc ～ 250cc）
二輪の小型自動車（251cc ～）

軽四輪・軽三輪

原動機付自転車
ミニカー
小型特殊（農耕車・その他）

滋賀陸運支局（守山市木浜町 2298-5）
☎050-5540-2064
軽自動車検査協会（守山市木浜町 2298-3）
☎050-3816-1843

役場 税務課
☎35-8119
または転出される市町村役場

豊郷町のナンバープレート
本人確認書類

※左記までお問い合わせ
　ください。
※左記までお問い合わせ
　ください。

届出先・問い合わせ 必要なもの

問い合わせ　税務課　☎35-8119

　12月16日、17日三ツ池分館と青年部主催の三ツ池冬まつりが行われました。16日の夜には花火
が打ち上げられ、冬の夜空を彩りました。また17日には子どもたちのダンスや和太鼓演奏などが行
われ、締めくくりに豊日中学校吹
奏楽部の演奏のあと、三ツ池御旅
所内の大木などに8,000個ものイ
ルミネーションが点灯し、子ども
たちの歓声が起こりました。２月
下旬まで点灯される予定ですの
で、ぜひ足を運んでみてください。 

団員　　　上田　裕一 さん

副分団長　森　久仁彦 さん 
班長　　　髙橋　淳 さん
団員　　　嶋瀬　陽平 さん
副部長　　西澤　恭平 さん
団員　　　藤野　貴史 さん 

班長　　　澤　大吾 さん 
団員　　　小椋　裕彰 さん 

問い合わせ　税務課　☎35-8119

申告相談日程表

申告相談および申告書の受付は、2月16日(金)から3月15日(金)までです。

①給与・年金の源泉徴収票または収支
明細（内訳）書や雇用主からの支払
い証明書
②生命保険料、個人年金保険料、地震
保険料の控除証明書、国民年金保険
料控除証明書
③申告者本人の金融機関の口座が分
かるもの（還付を受ける人)
④「確定申告のお知らせ」はがき、利用
者識別番号などの通知（税務署から
届いた人は持参してください。）
※印鑑（申告には原則不要ですが振替
納税をされる人のみ、その金融機関
への届出印と口座番号が必要です。）

※確定申告が必要でない人でも、住民
税(町県民税)の所得申告が必要とな
る場合があります。

申告に必要なもの

月／日 対象字 場　所時　間
2/16（金）
2/19（月）
2/20（火）
2/21（水）
2/22（木）
2/26（月）
2/27（火）
2/28（水）

石畑・雨降野
上枝・下枝・杉・日栄
四十九院
高野瀬・沢
 三ツ池・大町
安食西・安食南

吉田
八町・八目

９時00分～
16時00分

2/29（木）
3/1（金）

役場3階
会議室

～

９時00分～
15時00分

９時00分～
16時00分

９時00分～
16時00分

3/3（日）
（休日受付）

役場1階
ギャラリー会議室

役場税務課窓口

役場1階
ギャラリー会議室

全字

全字

全字3/4（月）～
8（金）



税務課　☎35-8119
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保健福祉課　☎35-8116　／　住民生活課　☎35-8115人権政策課　☎35-8113　／　税務課　☎35-8119

町有地売払いのお知らせ
　町有地の売払いに関して一般競争入札を行いますので、概要をお知らせします。土地購入を検討され
ている方はご覧ください。

産前産後期間に係る国民健康保険税の
軽減制度が始まりました！

　令和６年１月から、国民健康保険に加入されている方で、令和５年11月以降に出産予定または出産
された方の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
（1世帯7万円）

　国からの交付金の拡大に伴い、引き続き、物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援する
ため、低所得世帯（住民税非課税世帯）１世帯あたりに７万円を追加で給付します。

×

古着・かばん・くつを役場駐車場で回収します

 布団、カーペット類・畳・スプリング入りマットレスを収集（有料）します

日 時

回収場所

3月23日（土）9時00分～11時00分まで（小雨決行）

有料

回収するもの

布団・毛布・カーペット類

出し方 備考手数料

２月中旬に広報配
布時とともにチラ
シにてお知らせさ
せて頂きます。

事前申込（有料）が必要で
す。（別途チラシ配布後、2月
下旬から3月22日（金）まで
処理シールを販売予定） 

畳

スプリング入りマットレス

古着収集と同時に、布団・畳・スプリング入りマットレスを役場駐車場で収集を行います。 

問い合わせ　住民生活課 ☎35-8115

300 円／枚

1,500 円／枚

1,000 円／枚

※天災の場合→3月30日(土)9時00分～11時00分に延期します。

役場駐車場（当日入口は郵便局側から、場内一方通行になります。）

衣類（シャツ、ズボン、着物・帯など）、かばん、くつ（両方揃っているもの）
まだ着られるもので、穴があいていないもの、汚れていないものは回収できます。
古着はたたんで、必ず中身が透けて見える透明のビニール袋に入れてお出しください。

濡れた古着、破れた古着、汚れのひどい古着、臭いのひどい古着 
タオル、ネクタイ、ベルト、裁断くず、反物、下着、靴下など 

収集
できるもの

収集
できないもの

問い合わせ 保健福祉課　☎35-8116
問い合わせ　人権政策課　☎35-8113

問い合わせ　税務課　☎35-8119

対
象
者

・国民健康保険に加入されている方
・ 令和５年11月以降に出産予定または

出産された方
※妊娠85日（４か月）以上の分娩で、死

産・流産（人工妊娠中絶を含む。）およ
び早産の場合も対象となります。

出産予定日または出産日の属する月の前月か
ら数えて４か月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日
の属する月の３か月前から数えて６か月間。
※令和６年１月以降の該当する月に限ります。

　出産予定日の６か月前から、税務課にて受付しています。
　申請の際には母子健康手帳（多胎妊娠の場合は人数分必要です。）、世帯主および出産
される方のマイナンバーカード、申請される方の本人確認書類をお持ちください。（別世
帯の方が申請される場合は委任状が必要です。）
　出産予定日と出産日の属する月が違う場合でも、再申請や修正は必要ありません。

軽減対象期間
イメージ

（1）住民税非課税世帯 
基準日(令和5年12月1日)における世帯員全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 
・「お知らせ」が送付された世帯

３万円の給付金を受給された世帯に「お知らせ」を送付します。 
記載されている口座へ振り込みますので、口座の確認をお願いします。 
口座の変更、受給を拒否される場合のみ、2月15日(木)までに保健福祉課へ届出ください。 

・「確認書」が送付された世帯 
確認書の記載内容を確認して３月15日（金）までに返信ください。 

（2）家計急変世帯 
予期せず、令和5年1月から12月の収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込み額

が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯 
　受給するには、申請が必要となります。詳細はホームページを確認いただくか、保健福祉課へお問
い合わせください。 

【注意事項】 
世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けている場合は支給対象外となります。 

支給対象・申請方法

４．その他 
（1）予定価格（最低売却価格） 

①豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番３   290,000円 
②豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番39  467,000円 
③豊郷町大字杉字杉18番32　　　　  154,000円 
④豊郷町大字杉字杉18番37　　　　    65,000円 

１．売払物件 
（1）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番３　公簿地目：宅地、公簿面積 67.77㎡ 
（2）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番39  公簿地目：宅地、公簿面積 67.01㎡ 
（3）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字杉字杉18番32　　　　  公簿地目：宅地、公簿面積 48.01㎡ 
（4）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字杉字杉18番37　　　　  公簿地目：宅地、公簿面積 20.01㎡ 

２．受付期間及び場所 
　（1）受付期間：２月13日(火)～２月22日(木) 　（2）受付場所：人権政策課窓口 
　（3）必要書類：（ア）完納証明書…税務課窓口まで （イ）町納付金納付証明願…人権政策課窓口まで 

※上記（ア）（イ）を受付時に提出ください。入札書をお渡しいたします。
３．入札日時及び場所 
（1）入札日時：２月26日（月）10時00分～ 　開札日時：２月26日（月）10時30分 
（2）入札場所：役場３階 第１会議室

（2）売払い条件、売払いする者に必要な資格な
ど詳しいことは、人権政策課までお問い合
わせください。

軽
減
期
間

令和６年１月以降、対象となる期間の所得割額と均等割額の全額。
（７・５・２割軽減を受けている方は軽減適用後の額からの軽減となります。）軽減対象

申請に
ついて

単体妊娠（出産）
多胎妊娠（出産）

3か月前

〇

前々月

〇

前月
〇
〇

出産（予定）月
★
★

翌月
〇
〇

翌々月
〇
〇



保健福祉課　☎35-8116　／　住民生活課　☎35-8115人権政策課　☎35-8113　／　税務課　☎35-8119
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された方の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
（1世帯7万円）

　国からの交付金の拡大に伴い、引き続き、物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援する
ため、低所得世帯（住民税非課税世帯）１世帯あたりに７万円を追加で給付します。

×

古着・かばん・くつを役場駐車場で回収します

 布団、カーペット類・畳・スプリング入りマットレスを収集（有料）します

日 時

回収場所

3月23日（土）9時00分～11時00分まで（小雨決行）

有料

回収するもの

布団・毛布・カーペット類

出し方 備考手数料

２月中旬に広報配
布時とともにチラ
シにてお知らせさ
せて頂きます。

事前申込（有料）が必要で
す。（別途チラシ配布後、2月
下旬から3月22日（金）まで
処理シールを販売予定） 

畳

スプリング入りマットレス

古着収集と同時に、布団・畳・スプリング入りマットレスを役場駐車場で収集を行います。 

問い合わせ　住民生活課 ☎35-8115

300 円／枚

1,500 円／枚

1,000 円／枚

※天災の場合→3月30日(土)9時00分～11時00分に延期します。

役場駐車場（当日入口は郵便局側から、場内一方通行になります。）

衣類（シャツ、ズボン、着物・帯など）、かばん、くつ（両方揃っているもの）
まだ着られるもので、穴があいていないもの、汚れていないものは回収できます。
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濡れた古着、破れた古着、汚れのひどい古着、臭いのひどい古着 
タオル、ネクタイ、ベルト、裁断くず、反物、下着、靴下など 

収集
できるもの

収集
できないもの

問い合わせ 保健福祉課　☎35-8116
問い合わせ　人権政策課　☎35-8113

問い合わせ　税務課　☎35-8119

対
象
者

・国民健康保険に加入されている方
・ 令和５年11月以降に出産予定または

出産された方
※妊娠85日（４か月）以上の分娩で、死

産・流産（人工妊娠中絶を含む。）およ
び早産の場合も対象となります。

出産予定日または出産日の属する月の前月か
ら数えて４か月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日
の属する月の３か月前から数えて６か月間。
※令和６年１月以降の該当する月に限ります。

　出産予定日の６か月前から、税務課にて受付しています。
　申請の際には母子健康手帳（多胎妊娠の場合は人数分必要です。）、世帯主および出産
される方のマイナンバーカード、申請される方の本人確認書類をお持ちください。（別世
帯の方が申請される場合は委任状が必要です。）
　出産予定日と出産日の属する月が違う場合でも、再申請や修正は必要ありません。

軽減対象期間
イメージ

（1）住民税非課税世帯 
基準日(令和5年12月1日)における世帯員全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 
・「お知らせ」が送付された世帯

３万円の給付金を受給された世帯に「お知らせ」を送付します。 
記載されている口座へ振り込みますので、口座の確認をお願いします。 
口座の変更、受給を拒否される場合のみ、2月15日(木)までに保健福祉課へ届出ください。 

・「確認書」が送付された世帯 
確認書の記載内容を確認して３月15日（金）までに返信ください。 

（2）家計急変世帯 
予期せず、令和5年1月から12月の収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込み額

が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯 
　受給するには、申請が必要となります。詳細はホームページを確認いただくか、保健福祉課へお問
い合わせください。 

【注意事項】 
世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けている場合は支給対象外となります。 

支給対象・申請方法

４．その他 
（1）予定価格（最低売却価格） 

①豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番３   290,000円 
②豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番39  467,000円 
③豊郷町大字杉字杉18番32　　　　  154,000円 
④豊郷町大字杉字杉18番37　　　　    65,000円 

１．売払物件 
（1）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番３　公簿地目：宅地、公簿面積 67.77㎡ 
（2）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字二ツ池30番39  公簿地目：宅地、公簿面積 67.01㎡ 
（3）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字杉字杉18番32　　　　  公簿地目：宅地、公簿面積 48.01㎡ 
（4）所在地：滋賀県犬上郡豊郷町大字杉字杉18番37　　　　  公簿地目：宅地、公簿面積 20.01㎡ 

２．受付期間及び場所 
　（1）受付期間：２月13日(火)～２月22日(木) 　（2）受付場所：人権政策課窓口 
　（3）必要書類：（ア）完納証明書…税務課窓口まで （イ）町納付金納付証明願…人権政策課窓口まで 

※上記（ア）（イ）を受付時に提出ください。入札書をお渡しいたします。
３．入札日時及び場所 
（1）入札日時：２月26日（月）10時00分～ 　開札日時：２月26日（月）10時30分 
（2）入札場所：役場３階 第１会議室

（2）売払い条件、売払いする者に必要な資格な
ど詳しいことは、人権政策課までお問い合
わせください。

軽
減
期
間

令和６年１月以降、対象となる期間の所得割額と均等割額の全額。
（７・５・２割軽減を受けている方は軽減適用後の額からの軽減となります。）軽減対象

申請に
ついて

単体妊娠（出産）
多胎妊娠（出産）

3か月前

〇

前々月

〇

前月
〇
〇

出産（予定）月
★
★

翌月
〇
〇

翌々月
〇
〇
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こんにちは保健師です

防災士資格の取得について

長年タバコを吸っていても
　禁煙するのに遅すぎることはありません！

　禁煙による健康改善は若年で禁煙するほど効果はありますが、何歳であっても遅すぎることはありま
せん。30歳までに禁煙すれば、元々喫煙しなかった人と同様の余命が期待できることや、50歳で禁煙して
も余命は６年長くなることがわかっています。

　禁煙外来は滋賀県内でも増設されており、豊郷町内にもあります。健康保険を使って禁煙治療が
受けられるようになっています。（※基準内に入る方のみになります。医療機関にお問い合わせくだ
さい）まずは、一人で悩まず医師と相談をしてみましょう♪

参考：厚生労働省　生活習慣病予防のための健康情報より

～禁煙外来について～～禁煙外来について～

禁 煙 の 効 果

直後

周囲の人をタバコ
の煙で汚染する心
配がなくなる。

20分後

血圧と脈拍が正常
値まで下がる。手足
の温度が上がる。

数日後

味覚や嗅覚が改善。 
歩行が楽になる。

2週間～3か月後

心臓や血管など、循
環機能が改善する。

8時間後

血中の一酸化炭素濃
度が下がる。血中の
酸素濃度が上がる。

1か月～9か月後

1年後

咳や喘息が改善す
る。気道の自浄作用
が改善し、感染を起
こしにくくなる。

10～15年後

様々な病気にかか
るリスクが非喫煙
者のレベルまで近
づく ! 

肺機能の改善がみ
られる。

24時間後

心臓発作の可能性
が少なくなる。

2～4年後

心 疾 患、脳 梗 塞 の
リ ス ク が、喫 煙 を
続 け た 人 に 比 べ、
約 1/3 減少する。

5～9年後

肺がんのリスクが、 
喫煙を続けた場合
に比べて明らかに
低下する。

「禁煙をしてみたいけれど、自分では止められない…」と思っていませんか？

重度心身障害者福祉医療費助成制度の
対象が拡大されます

　令和６年４月１日より重度心身障害者福祉医療費助成制度（マル福）の対象が拡大されます。重度心身
障害者の認定要件に新たに、『精神障害者保健福祉手帳1級・２級』をお持ちの方が加わります。 対象とな
る方には、３月中旬に申請書を送付いたしますので、手続きをお願いします。 （所得の要件等により該当
とならない場合もあります。） 

※精神障害者保健福祉手帳１級または２級をお持ちの方で、手帳の有効期間が切れている方は、更新手続
き後にマル福の申請をお願いいたします。 

　防災士資格取得により特定の権利が得られる、もしくは行動が義務づけられるといったことはありません。

　“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活
動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを
日本防災士機構が認定した人です。防災・減災に関する知識等を修得する
と、災害時の初期消火、避難誘導、避難所開設などスムーズな実施活動ができます。 
　近年、防災士の資格取得を目指す人も増加傾向にあり、いざという時の備えのために知識とスキルを磨
く人材が増えています。防災士の資格は自分の身の安全だけでなく、家族や友人、会社の人、地域の人々を
助けることにもつながります。 
　自主防災組織や学校、職場に配置するといった事例が各地で広がるなど防災士の社会的評価と期待は
急速に高まっています。 

問い合わせ 保健福祉課　☎35-8116

防災士の権利・義務について 

資格取得に関する費用は？ 

　防災士資格の取得にあたる講座費、交通費等の費用は町から
補助金（補助上限額75,000円）が出ます。 
　受講の申込前に各字の区長までお問い合わせください。 

ぜひ防災・減災力を高めるために、防災士資格を取りませんか？ 
問い合わせ　総務課　☎35-8111

防災士資格の取得について防災士資格の取得について防災士資格の取得について

と、災害時の初期消火、避難誘導、避難所開設などスムーズな実施活動ができます。 

防災士とは？

日本防災士機構等による
防災士資格を取得するには？ 

ステップ１　「防災士養成研修講座」を受講し、「研修履修証明」を取得する 

ステップ２　「防災士資格取得試験」を受験し、合格する 

ステップ３　「救急救命講習」の受講修了証を取得する 

ステップ４　日本防災士機構に防災士認証登録申請を行う 
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要予約

後期高齢者健康診査の受け忘れはありませんか？

対象者

検査項目 健診受診料
持ち物

結　果

＊町外のかかりつけの医療機関
で受診することもできます。
かかりつけの医療機関に後期
高齢者健康診査実施の有無、
実施期間等をご確認のうえ、
受診してください。

重森医院

たけは
内科医院

豊郷病院

四十九院 867
☎35-2068 診療時間内

月・火・金曜日の ８時30分～10時30分 
　　　　　　　15時30分～17時00分

月～金曜日の 9時30分～12時00分

診療時間内

健診日時所在地・電話番号医療機関名3 月 31日(日 ) まで
【町内で受診できる医療機関】※全ての医療機関で電話にて予約が必要です

問い合わせ　医療保険課 保健師　☎35-8117

問い合わせ　医療保険課　☎35-8117

おした
整形外科医院 （かかりつけの患者さまを受付します）

問診、計測、診察、血液、尿検査など

75歳以上の方で、生活習慣病で定期的に通院・血液検査をされていない方（長期入院者を除く）
対象の方には、昨年５月末に受診券を送付しております。
対象かどうかわからない場合は医療保険課へお問い合わせください。

①健康診査受診券（レモン色の紙）←電話番号をご記入ください
②後期高齢者医療被保険者証
③質問票(前もってご記入ください)　

健康診査の結果については、受診された医療機関で説明があります。

無料

町内医療機関の実施期間

＊必要な方はめがね・補聴器・筆記用具をお持ちください。

　子ども予防接種週間とは、日本医師会、日本小児科医会、厚生労働省が主催する、保護者をはじめとした
地域住民の予防接種に対する関心を高め、予防接種率の向上を図る週間です。
　定期予防接種のうち特に受け忘れが多い、麻しん風しん混合ワクチン、日本脳炎ワクチン、二種混合ワ
クチンについて、対象年齢であってまだ予防接種を受けていないものがないか確認していただくととも
に、受けていないものについては早めに接種を受けましょう。

◎予防接種はすべて医療機関での個別接種で実施します（対象年齢内であれば無料）。町の指定医療機関
に事前にご予約いただき、接種を受けてください。

☆平成19年４月１日までに生まれた方で、日本脳炎予防接種（1期3回 2期1回）をまだ受けておられない場合、
不足回数分を20歳の誕生日前日まで無料で接種できます。接種間隔等については医師とご相談ください。

は子ども予防接種週間です

初回

追加

３月１日～７日

予防接種名 区分 標準的な接種年齢・時期 接種方法

麻しん風しん混合
１回接種

平成 29 年４月２日～
平成 30 年４月１日生まれの方

１歳以上２歳未満

日本脳炎

二種混合
（ジフテリア・破傷風） 小学校６年生

小学校４年生

４歳～５歳

３歳 ～４歳

３月31日（日）までに１回
接種
６日以上、標準的には28日
までの間隔をおいて２回接
種
初回接種終了後6カ月以上、
標準的にはおおむね１年の
間隔をおいて１回接種

満11歳～13歳までの間に
１回接種

満 9 歳～13 歳までの間に
１回接種

１期

２期

１期

２期

女性の健康週間 （3月1日～8日）
　厚生労働省では、毎年3月1日～8日を「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくり
国民運動として展開しています。
　女性は、男性に比べ健康寿命と平均寿命の差である「日常生活に制限のある期間」が長いこと、妊娠中の
喫煙は、自身の健康だけでなく胎児の健康にも影響を与えることがわかっています。さらに子宮頸がんや
乳がんの早期発見・早期治療が重要であることなど、女性特有の健康課題に対する取り組みが大切です。
　豊郷町では医療機関での「子宮頸がん検診（対象：20歳以上の女性）」「乳がん検診（対象：40歳以上の女
性）」を実施しています（いずれも2年度に1回）。
　まだ検診を受けていない方は、早めに受診しましょう。受診方法・医療機関についてはホームページを
ご確認ください。

女性の健康推進室　ヘルスケアラボ
　「女性の健康推進室　ヘルスケアラボ」は、すべての女性の健康を支援するために厚生労働省の研
究班が作成している、女性のためのホームページです。肌のお悩みから、妊娠について、お勧めレシピ、
がん検診・疾患などの情報が掲載されています。

豊郷町　がん検診 検索

女性の健康推進室　ヘルスケアラボ 検索

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

対象
　今までに一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種し
たことがなく、次の①・②いずれかに当てはまる人
①表の生年月日の人
②60歳以上64歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能

に障害がある人またはヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能に障害を有する人

★いずれかの年齢において、町の助成により１回接種
した方は対象外となり、通知は送付されていません。
★過去に実費接種を含め、本ワクチンを接種されたこ
とがある場合は、定期接種の対象外となります。

自己負担金2,440円（接種費用7,980円のうち町が 5,540円を負担します）

年齢
65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

対象者の生年月日
昭和33年4月２日～昭和34年4月１日
昭和28年4月２日～昭和29年4月１日
昭和23年4月２日～昭和24年4月１日
昭和18年4月２日～昭和19年4月１日
昭和13年4月２日～昭和14年4月１日
昭和 8年4月２日～昭和 9年4月１日
昭和 3年4月２日～昭和 4年4月１日
大正12年４月2日～大正13年4月１日

※予防接種の実施日は医療機関によって異なりますので、早めに予約してください。
※実施期限を過ぎると任意の予防接種となり費用の全額が自己負担となります。
※対象の方には令和５年４月にご案内と予診票（紫色）を送付しています。

費用

問い合わせ　医療保険課　☎35-8117

65・70・75・80・85・90・95・100歳の方への経過措置は、令和５年度で終了予定です。
今年度、接種対象年齢で、接種を希望される方は、3月31日（日）までに接種を受けてください。

令和５年度対象者の接種期限は、3月31日（日）までです

下枝 23-2
☎35-8015

八目 12
☎35-3001

（予約 : 健診担当まで）
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☎35-0017



医療保険課　☎35-8117
こんにちは保健師です

医療保険課　☎35-8117
こんにちは保健師です

要予約

後期高齢者健康診査の受け忘れはありませんか？

対象者

検査項目 健診受診料
持ち物

結　果
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で受診することもできます。
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高齢者健康診査実施の有無、
実施期間等をご確認のうえ、
受診してください。
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たけは
内科医院
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おした
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問診、計測、診察、血液、尿検査など

75歳以上の方で、生活習慣病で定期的に通院・血液検査をされていない方（長期入院者を除く）
対象の方には、昨年５月末に受診券を送付しております。
対象かどうかわからない場合は医療保険課へお問い合わせください。

①健康診査受診券（レモン色の紙）←電話番号をご記入ください
②後期高齢者医療被保険者証
③質問票(前もってご記入ください)　

健康診査の結果については、受診された医療機関で説明があります。

無料

町内医療機関の実施期間

＊必要な方はめがね・補聴器・筆記用具をお持ちください。

　子ども予防接種週間とは、日本医師会、日本小児科医会、厚生労働省が主催する、保護者をはじめとした
地域住民の予防接種に対する関心を高め、予防接種率の向上を図る週間です。
　定期予防接種のうち特に受け忘れが多い、麻しん風しん混合ワクチン、日本脳炎ワクチン、二種混合ワ
クチンについて、対象年齢であってまだ予防接種を受けていないものがないか確認していただくととも
に、受けていないものについては早めに接種を受けましょう。

◎予防接種はすべて医療機関での個別接種で実施します（対象年齢内であれば無料）。町の指定医療機関
に事前にご予約いただき、接種を受けてください。

☆平成19年４月１日までに生まれた方で、日本脳炎予防接種（1期3回 2期1回）をまだ受けておられない場合、
不足回数分を20歳の誕生日前日まで無料で接種できます。接種間隔等については医師とご相談ください。

は子ども予防接種週間です

初回

追加

３月１日～７日

予防接種名 区分 標準的な接種年齢・時期 接種方法

麻しん風しん混合
１回接種

平成 29 年４月２日～
平成 30 年４月１日生まれの方

１歳以上２歳未満

日本脳炎

二種混合
（ジフテリア・破傷風） 小学校６年生

小学校４年生

４歳～５歳

３歳 ～４歳

３月31日（日）までに１回
接種
６日以上、標準的には28日
までの間隔をおいて２回接
種
初回接種終了後6カ月以上、
標準的にはおおむね１年の
間隔をおいて１回接種

満11歳～13歳までの間に
１回接種

満 9 歳～13 歳までの間に
１回接種

１期

２期

１期

２期

女性の健康週間 （3月1日～8日）
　厚生労働省では、毎年3月1日～8日を「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくり
国民運動として展開しています。
　女性は、男性に比べ健康寿命と平均寿命の差である「日常生活に制限のある期間」が長いこと、妊娠中の
喫煙は、自身の健康だけでなく胎児の健康にも影響を与えることがわかっています。さらに子宮頸がんや
乳がんの早期発見・早期治療が重要であることなど、女性特有の健康課題に対する取り組みが大切です。
　豊郷町では医療機関での「子宮頸がん検診（対象：20歳以上の女性）」「乳がん検診（対象：40歳以上の女
性）」を実施しています（いずれも2年度に1回）。
　まだ検診を受けていない方は、早めに受診しましょう。受診方法・医療機関についてはホームページを
ご確認ください。

女性の健康推進室　ヘルスケアラボ
　「女性の健康推進室　ヘルスケアラボ」は、すべての女性の健康を支援するために厚生労働省の研
究班が作成している、女性のためのホームページです。肌のお悩みから、妊娠について、お勧めレシピ、
がん検診・疾患などの情報が掲載されています。

豊郷町　がん検診 検索

女性の健康推進室　ヘルスケアラボ 検索

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

対象
　今までに一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種し
たことがなく、次の①・②いずれかに当てはまる人
①表の生年月日の人
②60歳以上64歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能

に障害がある人またはヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能に障害を有する人

★いずれかの年齢において、町の助成により１回接種
した方は対象外となり、通知は送付されていません。
★過去に実費接種を含め、本ワクチンを接種されたこ
とがある場合は、定期接種の対象外となります。

自己負担金2,440円（接種費用7,980円のうち町が 5,540円を負担します）

年齢
65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

対象者の生年月日
昭和33年4月２日～昭和34年4月１日
昭和28年4月２日～昭和29年4月１日
昭和23年4月２日～昭和24年4月１日
昭和18年4月２日～昭和19年4月１日
昭和13年4月２日～昭和14年4月１日
昭和 8年4月２日～昭和 9年4月１日
昭和 3年4月２日～昭和 4年4月１日
大正12年４月2日～大正13年4月１日

※予防接種の実施日は医療機関によって異なりますので、早めに予約してください。
※実施期限を過ぎると任意の予防接種となり費用の全額が自己負担となります。
※対象の方には令和５年４月にご案内と予診票（紫色）を送付しています。

費用

問い合わせ　医療保険課　☎35-8117

65・70・75・80・85・90・95・100歳の方への経過措置は、令和５年度で終了予定です。
今年度、接種対象年齢で、接種を希望される方は、3月31日（日）までに接種を受けてください。

令和５年度対象者の接種期限は、3月31日（日）までです
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（予約 : 健診担当まで）
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学校教育課　☎35-8131 学校教育課　☎35-8131

中学校部活動の地域移行に関する　　アンケートの結果をお知らせします
　昨年度、少子化への対応や教職員の働き方改革、地域における文化・スポーツ活動の振興などを目的に、
公立中学校の部活動を段階的に地域へと移行する方針が国より示されました。これをうけて豊郷町でも、
本町の実情に合った地域移行を進めるための取り組みを開始しているところです。この度教育委員会で
は、地域移行を進めるにあたっての重要な資料とするため10月に町内の小中学生とその保護者を対象に
アンケートを実施しましたので、その結果（抜粋）をお知らせします。今後は、アンケートの結果や国・県に
よるガイドラインの内容を踏まえ、11月に設置された「豊日中学校の部活動のあり方および地域連携検
討協議会」を中心に、さらに地域移行の取り組みを進めていきます。

　アンケートにご協力いただきありがとうございました。このアンケー
トの結果を踏まえ、地域連携検討協議会において豊郷町における地域ク
ラブ活動の活動種目の検討を進め試行を始めます。また地域人材の発掘
として「豊郷町地域クラブサポーターバンク」の設立と指導者の公募に
取り組んでいきます。さらに、児童・生徒や保護者のみなさんへの情報
発信や説明に努め、ご心配や不安などの解消を図って参ります。

児童・生徒アンケート①～⑤
保護者対象アンケート⑥～⑨

地域連携検討協議会 問い合わせ 学校教育課　☎35-8131

運動部
38%

文化部 17%地域のクラブ 15%

所属しない
5%

悩んでいる
30%

①中学校では部活動に参加する？
（小学生）

55％が入学後参加すると答えているが、30
％の児童が現在悩んでいる。また、どこも所
属しないが５％いる。

学校の部活動でない
なら参加しない 17%

②どんな地域クラブなら参加する？
（小学生）

活動場所が校内や学校付近で自分の条件に
合うことなど安心して参加できることを望
む児童が多い。

自分が求める条件に合えば 15%

高校などの
進学に役立てる
11%

学校以外に
活動場所がない 2%

部活動以外に
興味があるものがない
7%

技術や体力を
向上させるため 9%

忍耐力や精神力を
身につける 8%

チームワークや
協調性を味わう
9%

コンクールや大会で
良い成績をとるため
9%

中学校生活を
楽しくするため
25%

③部活動に所属する目的は？
（中学生）

仲間と楽しく活動することに
加え、自身を成長させるために
目的を持って部活動参加する
中学生が多い。

部活動以外に
興味があるものがない
7%

学校の部活動でない

学校や
近くの施設
なら参加したい
12%

友だちや異学年の
友だちと活動できる
20%

会費や保険

そもそも
休日の活動は
したくない
30%

家の近くの
活動なら
参加したい
26%

⑥部活動に期待することは？
（小学生保護者）

子どもの意欲・協調性・社会性などの育成に
期待する小学生の保護者が多い。

活動費用が増すと
思うから 35%

⑧地域移行に反対の理由は？
（中学生保護者）

地域移行に反対の理由として、送迎や費用負
担、大会やコンクールへの参加などへの不安
の声がある。

35%

子どものために
なると思う 26%

レベルにあった
クラブが選択できる
13%専門的な指導が受けられる 26%

取り組みたい種目の
活動ができる
35%

⑦地域移行に賛成の理由は？
（小学生保護者）

地域移行の賛成の理由として、専門的な指導
が受けられることや種目の選択肢が増える
ことに期待する声が多い。

中学校の大会や
コンクールのあり方
7%

会費や保険
14%

人材（指導者・地域クラブ運営者）の確保 35%

部活動の
先生との連携
26%

保護者の理解
15%

⑨地域移行への課題は？
（中学生保護者）

中学生の保護者が課題に感じているのは、指
導者の確保や部活動の先生との連携が圧倒
的に多い。

わからない
28%

反対である
21%

賛成である
19%

わからない
28%

どちらとも
言えない
32%

④地域移行をどう思う？
（中学生）

地域移行については具体的なイメージがま
だできていないので「どちらとも言えない」
という生徒が多い。

学校の部活動と同じ種目 28%

⑤休日はどんな地域クラブがいい？
（中学生）

もし地域クラブへ参加するなら、中学校と同
じ種目活動を希望している生徒が多い。

学校とは
別の種目 6%

複数の種目が
できる 2%

中学生だけでなく多世代が交流する活動 2%

地域での活動は
やりたくない 15%

特になし
49%

放課後の居場所
1%

大会やコンクール
などで良い成績 2%
体力や技術を向上
12%

友だちと
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【アンケートの実施期間】令和５年10月10日（火）～20日（金）
【アンケート対象人数】小学５・６年・中学１・２年とその保護者　計608名
【回収率】児童生徒 86％　保護者 47％
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企画振興課　☎35-8112　／　住民生活課　☎35-8115上下水道課　☎35-8123　／　住民生活課　☎35-8115

問い合わせ先

　町では空き家の適正かつ有効な活用の推進を図るため、空き家バンクを実施しています。
空き家を「売りたい」「貸したい」と考えておられる所有者の方、空き家管理にお困りの方はぜひ利用をご
検討ください。
　空き家の物件登録者と利用希望者の交渉や契約は、町と協定を結ぶ宅地建物取引業者に依頼すること
ができますので、安心して取引を進めることが可能です。
　詳細な手続きは、町ホームページをご覧になるか問い合わせください。

　下水道は、家庭等から出る汚水をそのまま流せる便利な施設
ですが、何でも流していいというわけではありません。
　ルールを守り大切に使用しなければ、下水道管が詰まった
り、悪臭が発生したり、下水道管が損傷する原因となります。
　次の点に注意し、下水道を正しく使いましょう。

空き家の売却や賃貸を希望する所有者などからの申し込みに
より登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する方へ、
町がホームページを通じて情報提供する仕組みのことです。

空き家に係る所有権その他の権利を有し、その空き家の
売却または賃貸を行うことができる方

空き家・空き地情報バンクの登録を募集します

　日本年金機構では、年金の請求のお手続きや受給している年金についてのご相談を、予約相談で受け付
けています。お客様の相談内容を事前に準備のうえ対応しますので、お待ちいただくことなくスムーズに
相談ができます。ぜひ、予約相談をご利用ください。

年金相談、お手続きは予約相談をご利用ください

し尿収集カレンダー （3月分） 

安食西①
安食南①

沢①②・下枝①
石畑①・吉田①②③
雨降野①・八町①②

三ツ池①
杉②③・日栄①③

八町③

1日（金）
4日（月）
7日（木）
11日（月）
14日（木）
18日（月）
21日（木）

28日（木）

安食西①
安食南①

不　　定　　期
石畑①・吉田①②③
雨降野①・八町①②
不　　定　　期
杉②③・日栄①③

不　　定　　期

午　後午　前日（曜日）

※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。   
※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。
　①は1ヶ月に1回、②は2ヶ月に1回、③は3ヶ月に1回でのお申込みを表し、「安食西①」とある場合は1ヶ月に
1回で申込みいただいた安食西のお宅を収集させていただきます。

　なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。   
※1月に2回でお申込みの場合は、原則1回目を同集落の月1回と同じ日に、2回目を1回目の15日後（2～3日は
前後します）に収集させていただきます。   

※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。   

湖東広域衛生管理組合（☎35-4058）  クリーンライフ湖東有限責任事業組合（☎35-5205）問い合わせ

下水道を大切に利用しましょう。

問い合わせ　彦根年金事務所お客様相談室　☎23-1112

問い合わせ　企画振興課　☎35-8112

空き家バンクとは

空き家バンクに
登録できる方

空き家・空き地に定住または移住をお考えの方
地元自治会へ加入し、地域の活性化に寄与していただける方

空き家の
利用登録できる方

バンクへの登録は無料ですが、宅地建物取引業者の仲介には、
宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要です。留意事項

台所では

トイレでは

その他流しては
いけないもの

お風呂や洗面所では

予約相談希望日の3カ月前から前日まで受付しています。ご希望日時に添えない
可能性がございますので、早めのご予約をお願いします。ご連絡の際は、年金手
帳や年金証書など基礎年金番号の分かる書類をご準備ください。

9時00分～16時00分（火曜～金曜）
10時00分～15時00分（第2土曜日）
9時00分～18時00分（月曜日）
※祝日の場合は翌営業日

受付時間

予約相談
実施時間帯

予約受付専用☎0570-05-4890（ナビダイヤル）または☎03-6631-7521（一般電話）
平日 業務時間内（土日祝日、年末年始を除く）

25日（月） 大町①②・四十九院②
高野瀬①②・八目②

大町①②・四十九院②
高野瀬①②・八目②

問い合わせ　上下水道課　☎35-8123

　野菜くず・食べ残し・天ぷら油などの油分を流さないでください。油分は、新
聞紙などに吸わせるなどして燃えるゴミとして処分してください。野菜くず・
食べ残しは、水分を切って燃えるごみか生ごみとして処分してください。その
まま流すと、下水道管内で油と石けんが化合して固まる可能性があります。

　トイレットペーパー以外のものは流さないでください。
　水に溶けにくいティッシュペーパーや紙おむつ、生理用品などを流すと詰ま
りの原因となりますので流さないでください。

　髪の毛、石鹸などの固形物を流すと詰まりの原因となります。排水口にたま
った髪の毛などはこまめに取り除くようにしましょう。

　ガソリン、農薬、アルコール類などの危険物を流さないでください。
揮発性の高い危険物を流すと、下水道管で爆発を起こす原因となります。

詳しくは
こちらから
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お知らせ お知らせ

場所：豊郷小学校東門前(のぼりが目印)駐車場あります 
連絡先：☎090-7876-8606　　　　 
指導者：野田 耕市　月謝：3,000円（用具･手本別） 

あさひ習字教室が生徒募集中‼ですよ
指導日時：【月曜】　　　　　　　　　　 16時00分～19時00分
　　　　 【水曜】10時00分～12時00分、16時00分～20時00分
　　　　 【木曜】10時00分～12時00分、16時00分～19時00分
指導対象：幼児・小学生・中学生・成人（高校生以上） 

（幼児は硬筆のみ、小中学生は毛・硬筆の両方を指導致します） 
（成人の方、初心者大歓迎！筆の持ち方からご指導します） 

習字道具一式（4,800円相当）プレゼントします。 

湖東圏域地域公共交通計画（素案）について湖東圏域地域公共交通計画（素案）について

滋賀県行政書士会による無料相談会を開催します滋賀県行政書士会による無料相談会を開催します

行政サービスに
ついての相談は、
行政相談委員さんへ

3月の相談日は19日（火）
　　　　　　　　13時15分～15時30分

場　所　　豊郷町役場3階会議室
相談員　　古市　和子さん
ご相談は無料・予約不要・秘密厳守です。
問い合わせ　総務課　☎35-8111

「人権なんでも相談所」
のご案内

2月の相談日です(13時30分～15時30分)

2 月 22 日

月　日

木

曜 日

２名
人権擁護委員
担 当 委 員

（相談室）
豊郷町隣保館
場　　所

問い合わせ　　　　人権政策課　☎35-8113
大津地方法務局彦根支局総務係　☎22-0242

住民の皆さんの目に触れる機会の多い

「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に
広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？
「広報とよさと」に

広告を掲載してみませんか？
掲 載 枠■1 枠（縦 55 ミリ×横 75 ミリ）
掲載料金■3,000 円　
申し込み■「豊郷町広告掲載取扱要綱」をご確認の

上、掲載希望月の 2 カ月前までにお申し込みくだ
さい。（要綱は町ホームページに掲載しています。）
問い合わせ■
　豊郷町役場　企画振興課☎35-8112

‼‼ですよですよですよですよ

広告

素案公表・意見提出期間　 ２月28日（水）まで（必着） 

頂いたご意見の公表時期　 ３月中旬

●開催日時　3月15日（金）13時00分～15時00分 
●開催場所　豊郷町隣保館　地域振興室 
●相談内容　相続手続き全般（遺言書の書き方、遺産分割協議書の作成等、その他相続相談） 
※事前に相談内容をお知らせいただければ、より的確なご返答が行えます。 

問い合わせ　滋賀県行政書士会彦根支部　支部長　平尾　☎080-3069-5234

　消防自動車や救急自動車などは、消火活動や傷病者の搬送等、緊急性の高い業務を行うこ
とから、一刻も早く災害現場等へ到着する必要があります。そのため、道路交通法では、道路の
右側部分に車体の全部または一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できる
ことなど、多くの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、自動
車等を運転される皆さんの協力が必要不可欠です。
　自動車等を運転中に緊急自動車が接近してきた
場合は、次のように対応してください。　

■交差点またはその付近では
交差点内を避け、かつ、道路の左側に寄って

一時停止してください。

■「交差点またはその付近」以外では
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲っ

てください。

■高速道路などでは
緊急自動車が高速道路などで本線車線に進入

しようとしている場合は、これを妨げないようにし
てください。

■狭い道路では
狭い道路などで停車をする場合は、緊急自動

車の通行に支障がないように配慮してください。

■自転車走行中または歩行中では
自転車に乗っている方や歩道のない道路を歩

いている方は、走行・歩行を止め進路を譲ってく
ださい。

消防車・救急車の緊急走行に対する
ご理解とご協力について

彦根市消防本部警防課　☎22-0337 fax22-9427彦根市消防本部警防課　☎22-0337 消防だより

　以上のとおり、周囲の状況に注意し進路を譲っ
ていただき、緊急自動車が一刻も早く災害現場
等に到着できるよう皆さん一人ひとりのご理解と
ご協力をお願いします。
　また、安全に現場活動を実施す
るため、反対車線への停車や車線
をふさぐように停車する場合もあり
ますので、重ねてご理解とご協力
をお願いします。

問い合わせ　湖東圏域公共交通活性化協議会（彦根市交通政策課内）　☎30-6134／FAX24-8517
　　　　　　〒522-8501 彦根市元町4-2 　kotsu@ma.city.hikone.shiga.jp 

　緊急走行時にサイレンを鳴らすこと
は、法令で義務付けられています。夜間
等緊急走行時の
サイレン音につい
てもご理解をお
願いします。

サイレンの吹鳴についてサイレンの吹鳴について

除雪のお願い除雪のお願い

　消火栓や防火水槽が雪に埋まって
しまうと、消火用水の確保に時間がか
かるため、火災が広がり、被害が拡大
してしまいます。
　そのため、積雪時には消防署でも除
雪作業を行っていますが、管内の消火
栓などをすべて除雪することはでき
ません。
　お住まいの周囲を除雪される場合
は、お近くの雪に埋もれた消火栓など
も除雪いただきますよう、ご協力をお
願いします。
　また、除雪の際に
は、除雪した雪で消
火栓などを埋めてし
まわないようご注意
ください。

湖東圏域における地域公共交通の見直しを行います。

・湖東圏域公共交通活性化協議会（彦根市交通政策課内）
・役場企画振興課
（下記問い合わせ先メールアドレスからも可能です）

素案公表・意見提出場所

ご入会の
方には、

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



お知らせ お知らせ

場所：豊郷小学校東門前(のぼりが目印)駐車場あります 
連絡先：☎090-7876-8606　　　　 
指導者：野田 耕市　月謝：3,000円（用具･手本別） 

あさひ習字教室が生徒募集中‼ですよ
指導日時：【月曜】　　　　　　　　　　 16時00分～19時00分
　　　　 【水曜】10時00分～12時00分、16時00分～20時00分
　　　　 【木曜】10時00分～12時00分、16時00分～19時00分
指導対象：幼児・小学生・中学生・成人（高校生以上） 

（幼児は硬筆のみ、小中学生は毛・硬筆の両方を指導致します） 
（成人の方、初心者大歓迎！筆の持ち方からご指導します） 

習字道具一式（4,800円相当）プレゼントします。 

湖東圏域地域公共交通計画（素案）について湖東圏域地域公共交通計画（素案）について

滋賀県行政書士会による無料相談会を開催します滋賀県行政書士会による無料相談会を開催します

行政サービスに
ついての相談は、
行政相談委員さんへ

3月の相談日は19日（火）
　　　　　　　　13時15分～15時30分

場　所　　豊郷町役場3階会議室
相談員　　古市　和子さん
ご相談は無料・予約不要・秘密厳守です。
問い合わせ　総務課　☎35-8111

「人権なんでも相談所」
のご案内

2月の相談日です(13時30分～15時30分)

2 月 22 日

月　日

木

曜 日

２名
人権擁護委員
担 当 委 員

（相談室）
豊郷町隣保館
場　　所

問い合わせ　　　　人権政策課　☎35-8113
大津地方法務局彦根支局総務係　☎22-0242

住民の皆さんの目に触れる機会の多い

「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に「広報とよさと」に
広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？広告を掲載してみませんか？
「広報とよさと」に

広告を掲載してみませんか？
掲 載 枠■1 枠（縦 55 ミリ×横 75 ミリ）
掲載料金■3,000 円　
申し込み■「豊郷町広告掲載取扱要綱」をご確認の

上、掲載希望月の 2 カ月前までにお申し込みくだ
さい。（要綱は町ホームページに掲載しています。）
問い合わせ■
　豊郷町役場　企画振興課☎35-8112

‼‼ですよですよですよですよ

広告

素案公表・意見提出期間　 ２月28日（水）まで（必着） 

頂いたご意見の公表時期　 ３月中旬

●開催日時　3月15日（金）13時00分～15時00分 
●開催場所　豊郷町隣保館　地域振興室 
●相談内容　相続手続き全般（遺言書の書き方、遺産分割協議書の作成等、その他相続相談） 
※事前に相談内容をお知らせいただければ、より的確なご返答が行えます。 

問い合わせ　滋賀県行政書士会彦根支部　支部長　平尾　☎080-3069-5234

　消防自動車や救急自動車などは、消火活動や傷病者の搬送等、緊急性の高い業務を行うこ
とから、一刻も早く災害現場等へ到着する必要があります。そのため、道路交通法では、道路の
右側部分に車体の全部または一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できる
ことなど、多くの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、自動
車等を運転される皆さんの協力が必要不可欠です。
　自動車等を運転中に緊急自動車が接近してきた
場合は、次のように対応してください。　

■交差点またはその付近では
交差点内を避け、かつ、道路の左側に寄って

一時停止してください。

■「交差点またはその付近」以外では
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲っ

てください。

■高速道路などでは
緊急自動車が高速道路などで本線車線に進入

しようとしている場合は、これを妨げないようにし
てください。

■狭い道路では
狭い道路などで停車をする場合は、緊急自動

車の通行に支障がないように配慮してください。

■自転車走行中または歩行中では
自転車に乗っている方や歩道のない道路を歩

いている方は、走行・歩行を止め進路を譲ってく
ださい。

消防車・救急車の緊急走行に対する
ご理解とご協力について

彦根市消防本部警防課　☎22-0337 fax22-9427彦根市消防本部警防課　☎22-0337 消防だより

　以上のとおり、周囲の状況に注意し進路を譲っ
ていただき、緊急自動車が一刻も早く災害現場
等に到着できるよう皆さん一人ひとりのご理解と
ご協力をお願いします。
　また、安全に現場活動を実施す
るため、反対車線への停車や車線
をふさぐように停車する場合もあり
ますので、重ねてご理解とご協力
をお願いします。

問い合わせ　湖東圏域公共交通活性化協議会（彦根市交通政策課内）　☎30-6134／FAX24-8517
　　　　　　〒522-8501 彦根市元町4-2 　kotsu@ma.city.hikone.shiga.jp 

　緊急走行時にサイレンを鳴らすこと
は、法令で義務付けられています。夜間
等緊急走行時の
サイレン音につい
てもご理解をお
願いします。

サイレンの吹鳴についてサイレンの吹鳴について

除雪のお願い除雪のお願い

　消火栓や防火水槽が雪に埋まって
しまうと、消火用水の確保に時間がか
かるため、火災が広がり、被害が拡大
してしまいます。
　そのため、積雪時には消防署でも除
雪作業を行っていますが、管内の消火
栓などをすべて除雪することはでき
ません。
　お住まいの周囲を除雪される場合
は、お近くの雪に埋もれた消火栓など
も除雪いただきますよう、ご協力をお
願いします。
　また、除雪の際に
は、除雪した雪で消
火栓などを埋めてし
まわないようご注意
ください。

湖東圏域における地域公共交通の見直しを行います。

・湖東圏域公共交通活性化協議会（彦根市交通政策課内）
・役場企画振興課
（下記問い合わせ先メールアドレスからも可能です）

素案公表・意見提出場所

ご入会の
方には、

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



お知らせ

☆乳幼児健診の日程、問診票は豊郷町ホームページでも確認することができます。
☆特段の事情がない限り、対象のお子さんと保護者１名のみでの来所をお願いします。
☆今年度の３歳６カ月児健診より、検査用カメラを使い、目の状態を確かめる屈折検査を実施します。

事業・受付時間 健診日 対　　　象　 持ち物など

４カ月児健診
13時30分～13時45分

２月27日（火） 令和５年10月生まれ 母子健康手帳・健診質問票
おたずね票・すこやか親子おたずね票
バスタオル３月19日（火）　　令和５年11月生まれ

10カ月児健診
13時00分～13時15分

２月27日（火） 令和５年４月生まれ
母子健康手帳・健診質問票
おたずね票・食事調査票・バスタオル

３月19日（火） 令和５年５月生まれ

２歳6カ月児健診
①13時00分～13時15分
②13時30分～13時45分

３月11日（月）①令和３年７月生まれ
②令和３年８月生まれ

母子健康手帳・健診質問票
おたずね票・食事調査票
聴覚検査アンケート・タオル

３歳6カ月児健診
①13時00分～13時15分
②13時30分～13時45分

３月13日（水）①令和２年８月生まれ
②令和２年９月生まれ

母子健康手帳・健診質問票・おたずね票
視力検査問診票・すこやか親子おたずね票
食事調査票・歯の生活習慣おたずね票
タオル・検尿容器

乳幼児相談
〈９時30分～

11時00分で予約制〉

２月16日（金） 計測、お子さんの健康や
子育て、栄養について相
談がある人

（予約制）

持ち物：母子健康手帳・バスタオル
「母乳・ミルクが足りているのかな？」「子育ての
振り返りがしたい」等気軽にご相談ください♪
予約先：医療保険課　保健師
　　　　（☎35-8117）

３月 ５日（火）
　   22日（金）

２月・３月分
場所は 豊栄のさと いきいきルームです。乳幼児健診乳幼児健診

お子さんの体調がすぐれない・発熱（37.5度以上）等の場合は、必ず
保健師（☎35-8117）までご連絡ください。
※日程変更がない場合、通知は４カ月児健診のみです。

　湖東圏域の介護・福祉人材の確保と介護・福祉の職場に就職を希望する方
の就職活動支援を目的として、湖東圏域「福祉のしごと就職フェア」を開催
します。
　会場では事業所ごとにブースを設置していますので、事業所の概要や仕
事の内容など直接お話できる機会となります。当日会場には軽装でお越し
ください。

■開催日時　2月22日（木）　13時30分～16時00分（受付 13時15分から）
■会　　場　 プロシードアリーナHIKONE（彦根市スポーツ・文化交流センター）多目的ホール 

彦根市小泉町640番地
■参 加 費　無料　　　■事前申込み　不要
共催：彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷町
協力：彦根公共職業安定所（ハローワーク彦根）、滋賀県介護・福祉人材センター
後援：�滋賀県湖東健康福祉事務所、彦根愛知犬上介護保険事業者協議会、 

湖東地域障害者自立支援協議会
問い合わせ　医療保険課☎35‐8117

湖東圏域「福祉のしごと就職フェア」開催決定！湖東圏域「福祉のしごと就職フェア」開催決定！

詳しくはこちら↑



お知らせ

（２月16日〜３月15日）

気をつけよう!　12月に豊郷町では、交通事故３件、犯罪５件が起きています。

生きがいデイサービス
図書館（豊郷小学校旧校舎内） 豊郷町民体育館 スポーツ協会

測定日 測定時間 天候 放射線量
１月15日（月） 午前10時 曇 0.05μSｖ/ｈ
１月31日（水） 午前10時 雨 0.06μSｖ/ｈ１月の

放射線量 自然放射線（通常0.01～0.2μSv/h程度）を超える数値は検出されませんでした。 ※μSｖ/ｈ（マイクロシーベルト／時）
　測定の場所：豊郷町役場　正面玄関前（地上から１ｍ） 
　測定の方法：測定開始時から、30秒～１分～１分30秒　３回の測定の平均値を測定結果とする

男 3,533人
前月比（−９）

女 3,654人
前月比（±０）

人口総数 7,187人
前月比（−９）

世帯数 3,144世帯
前月比（−10）

１月31日現在

豊郷町 行事予定

２月
16日 金 LGBTQ講演会（1,2年） 　蔵書点検（～23日）
17日 土 みてみて！おおきくなったよ！
19日 月 クラブ 　校内版画展（～3/1） 　フリー参観（～21日）・PTA声かけ運動（～28日）
20日 火 犬上郡特別支援交流会 　がん教育（2年）
21日 水 一日入園
22日 木 一日入園 　算数検定 　
26日 月 クラブ 　委員会 　
29日 木 リハビリ教室

図書館休館日　２月（５日、11日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、26日）
３月

1日 金 ひなまつり 　6年生を送る会 　ぴよぴよおはなし会
2日 土 子どもえいが会
3日 日 おはなしボランティア養成講座
4日 月 委員会
5日 火 お別れ遠足（5歳児）
6日 水 字別児童会
7日 木 お別れ遠足（5歳児） 　リハビリ教室
8日 金 お別れ会

12日 火 出前図書館 　卒業式
14日 木 お別れ会 　リハビリ教室
15日 金 卒園式

図書館休館日　３月（４日、11日、17日、18日、20日、25日、28日）

※崇徳保育園の予定については、園からのおたよりや配信アプリでのお知らせとなります。




